
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
改
正
関
係

（
第
一
条
関
係
）

一

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
子
会

社
に
委
託
す
る
場
合
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
に
関
し
反
競
争
的
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け

た
子
会
社
に
対
し
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

総
務
大
臣
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す

る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
子
会
社
が
反
競
争
的
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し

、
当
該
委
託
を
受
け
た
子
会
社
に
よ
る
反
競
争
的
行
為
を
停
止
又
は
変
更
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係

を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
等
を
行
う
専
任
の
部
門
を
置
く
等
当
該

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を



適
正
に
管
理
し
、
当
該
接
続
の
業
務
の
実
施
状
況
を
適
切
に
監
視
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
毎
年
、
一
及
び
三
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及

び
そ
の
実
施
状
況
を
、
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
二

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
関
係

（
第
二
条
関
係
）

一

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
必
要

な
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

二

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
地
域
電
気
通
信
業
務
の
円
滑
な
遂
行
及
び
電
気
通

信
事
業
の
公
正
な
競
争
の
確
保
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
必
要
な
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
電
気
通
信
業
務
を
営
む
た
め
に
保
有
す
る
設
備
若
し
く
は
技
術
又
は
そ
の
職
員
を
活
用
し
て
行
う
電
気
通

信
業
務
そ
の
他
の
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。




